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大泉ブラウス処分
第7回裁判の傍聴を！

2002年4月9日、都立大泉養護学校の入学式

　都立大泉養護学校教員の渡辺厚子さんは「日の丸」「君

が代」の強制に反対し、人権尊重を願って、手づくりの絵

ブラウスを着て入学式に臨みました。

　ところが、江崎安幸校長は渡辺さんに「上着を着なさい」

と職務命令を出しました。そして二人の教頭は待ちかまえ

て写真を撮り、やり取りをメモし、処分の準備をしました。

　渡辺さんは理由も定かでない理不尽な命令には従いませ

んでした。

2002年7月にもなって「事情聴取」

　校長は入学式から3ヶ月もたって、突然、「職務命令書」

を出し、校長室へ呼び出しました。

　渡辺さんは一度応じ、事情聴取を受けたので、再度の命

令は断りました。

11月「戒告処分」出される。

　11月16日、都教委は渡辺さんに対し、上着着用命令拒否、

再事情聴取拒否を理由に、不当にも「戒告処分」を出した

のです。

人事委員会、地裁で処分撤回を求める

　渡辺さんは2003年1月10日、東京都人事委員会に対して

処分の取り消しを求める不服申し立てを行いました。人事

委員会は5回の公開審理ののち、2004年6月25日訴えを却

下しました。

　渡辺さんは9月21日、処分が不当であることを訴え、東

京地裁に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。

　民事11部三代川三千代裁判長のもとで11月18日、第1回

弁論が開かれ、9月26日には6回目の裁判が行われました。

11月2日　第7回裁判

　三代川裁判長は早期結審を策動しています。学者証人を

認めず、11月2日の裁判で、江崎大泉養護学校校長の証人

調べと原告のである渡辺本人の尋問を1回で終了すると高

飛車に述べています。

　是非傍聴席を埋め、審理を尽くすよう迫りましょう。

「日の丸・君が代」の強制を強める東京都教委

　2003年10月23日、都教育委員会は「入学式及び卒業式

等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題す

る指針（通達）を出しました。各学校の自主性を抹殺し、

「日の丸」の掲揚方法、敬礼行為、ピアノ伴奏による「君

が代」斉唱、壇上使用等々、実に細部まで規定し、その実

施を強制しました。

　周年行事、2004年3月・4月の卒業・入学式では、248名

が不起立などを貫き、不服従を表しました。

　2005年3・4月には63名（卒業式53名、入学式10名）が

不服従をし、処分されました（内1名は「停職1ヶ月」と

いう重い処分です）。

　都教委は教員を処分するにとどまらず、「君が代」の声

量調査、不起立生徒への校長による聴取、教員に対する職

務命令による生徒への起立斉唱指導、等々といった子ども

たちへの強制を強めています。

　また、ビラまきする市民の不当逮捕、板橋高元教諭藤田

さんへの起訴といった刑事弾圧にまで及んでいます。

渡辺さんも不起立、「減給処分」

　そうした中、渡辺さんは卒業式で、不起立を宣言し、立

ちませんでした。都教委はこれに対し04年4月6日、「減

給1ヶ月処分」を下しました。その上、「非行反省」を促

すために8月2日、30日に二度にわたる「再発防止研修」

を課したのです。

　また、被処分者のいる学校のみを対象とした「再発防止

校内研修」も実施されました。

2005年3月　卒業式「減給6ヶ月」処分

　渡辺さんはさらに05年3月卒業式でも起立しませんでした。

これに対して都教委は「減給6ヶ月」という重い処分を下

しました。到底許しがたいことです。そして全く希望して

いないのに北養護学校へ強制異動もさせました。7月21日、

9月9日には再発防止研修が再び強要されました。しかし

渡辺さんは他の被処分者とともに元気で闘っています。

　その大きな柱の一つ、ブラウス裁判の第7回目が11月2

日に開かれます。

　ぜひ、裁判の傍聴をお願いします。

声をあげる市民の会への入会のお願い

　渡辺厚子さんに対する処分を撤回させ、都教委の「日の丸・君が代」強制に反対す
るために市民の会への参加をお願いします。

　会費は、年間　個人１口1,000円、団体１口2,000円です。
　振込先は　郵便振替：00140-6-517545　「声を上げる市民の会」

１月29日（土）6:30　主催：声を上げる市民の会
　　　　於：ねりま区役所20階交流会場

「日の丸・君が代」強制反対集会

　
結
審

　
間近
か


